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第 59 類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の

紡織用繊維製品 
 
注 
１ 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この類において紡織用繊維の織物類は、

第 50 類から第 55 類まで、第 58.03 項又は第 58.06 項の織物、第 58.08 項の組ひも及び

装飾用トリミング並びに第 60.02 項から第 60.06 項までのメリヤス編物及びクロセ編物

に限る。 
２ 第 59.03 項には、次の物品を含む。 

⒜ 紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した

もの（１平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状が密

又は多泡性であるものに限る。）。ただし、次の物品を除く。 
⑴ 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物

類（通常、第 50 類から第 55 類まで、第 58 類又は第 60 類に属する。）。この場合に

おいて、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。 
⑵ 温度 15 度から 30 度までにおいて直径が７ミリメートルの円筒に手で巻き付けた

ときに、き裂を生ずる物品（通常、第 39 類に属する。） 
⑶ 紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維

の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ず

る色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉眼により判別するこ

とができるもの（第 39 類参照） 
⑷ 織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したも

の（通常、第 50 類から第 55 類まで、第 58 類又は第 60 類に属する。） 
⑸ 紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを結

合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの（第 39 類

参照） 
⑹ 第 58.11 項の紡織用繊維の物品 

⒝ 第 56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品（プラスチックを染み込ま

せ、塗布し又は被覆したものに限る。）から成る織物類 
３ 第 59.03 項において「プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類」とは、一以上の

織物類の層と一以上のプラスチックのシート又はフィルムとを組み合わせて作つた物品

で、各層が互いに接着する処理により結合されたものをいう（プラスチックのシート又

はフィルムが横断面において肉眼により判別できるかできないかを問わない。）。 
４ 第 59.05 項において「紡織用繊維の壁面被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適するロ

ール状の物品（表面が紡織用繊維製のものに限る。）で、幅が 45 センチメートル以上の

もののうち裏張りしたもの及びのり付けできるよう裏面に染み込ませ又は塗布したもの
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をいう。 
もつとも、第 59.05 項には、紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙に付着させた

壁面被覆材（第 48.14 項参照）及び当該フロック又はダストを直接紡織用繊維に付着さ

せた壁面被覆材（主として第 59.07 項に属する。）を含まない。  
５ 第 59.06 項において「ゴム加工をした紡織用繊維の織物類」とは、次の物品をいう。 

⒜  ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で、次のいず

れかの要件を満たすもの 
(ⅰ) 重量が１平方メートルにつき 1,500 グラム以下であること。 
(ⅱ) 重量が１平方メートルにつき 1,500 グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全

重量の 50％を超えること。 
⒝  第 56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品（ゴムを染み込ませ、塗布

し又は被覆したものに限る。）から成る織物類 
⒞  平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類（1 平方メートルについて

の重量を問わない。） 
もつとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はスト

リップとを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの

（第 40 類参照）及び第 58.11 項の紡織用繊維の物品を含まない。  
６ 第 59.07 項には、次の物品を含まない。 

⒜ 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類

（通常、第 50 類から第 55 類まで、第 58 類又は第 60 類に属する。）。この場合におい

て、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。 
⒝ 図案を描いた織物類（劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品を除

く。） 
⒞ 紡織用繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付着させ

て図案を表した織物類。ただし、模造パイル織物類は、第 59.07 項に属する。 
⒟ でん粉質その他これに類する物品を使用して通常の仕上げをした織物類 
⒠ 木製薄板を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの（第 44.08 項参照） 
⒡ 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物類に付着させたもの（第

68.05 項参照） 
⒢ 凝結雲母又は再生雲母を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの（第 68.14 項参

照） 
⒣ 金属のはくを紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの（主として第 14 部又は第 15
部に属する。） 

７ 第 59.10 項には、次の物品を含まない。 
⒜ 伝動用又はコンベヤ用のベルチング（紡織用繊維製のもので、厚さが 3 ミリメート

ル未満のものに限る。） 



11-59注-3 

⒝ 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被

覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布

し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したもの（第 40.10 項参照） 
８ 第 59.11 項には、次の物品のみを含むものとし、当該物品は、この部の他のいずれの項

にも属しない。 
⒜ 特定の長さに裁断し又は単に長方形（正方形を含む。）に裁断した紡織用繊維の物品

及び反物状の紡織用繊維の物品（第 59.08 項から第 59.10 項までの物品の特性を有す

るものを除く。）で、次のもの 
(ⅰ) フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その

他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並び

にこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの（ゴムを染み込

ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル（ビーム）の被覆用のもの

を含む。） 
(ⅱ) ふるい用の布 
(ⅲ) 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布（紡織用繊維製又は人髪

製のものに限る。） 
(ⅳ) 機械又はその他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物（シート状に織つ

たもので経緯糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るものとし、フェルト化

し、染み込ませ又は塗布したものであるかないかを問わない。） 
(ⅴ) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物類（金属により補強したものに限

る。） 
(ⅵ) パッキング又は潤滑材料として工業において使用する種類のコード、組ひもその

他これらに類する物品（染み込ませ、塗布し又は金属により補強したものであるか

ないかを問わない。） 
⒝ 技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品（例えば、エンドレス状又は連結具を有

する紡織用繊維の織物類及びフェルト（製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他こ

れらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。）、ガスケット、ワッシ

ャー、ポリッシングディスクその他の機械部分品。第 59.08 項から第 59.10 項までの

ものを除く。） 
 


